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令和６年６月 21 日 

総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

 

民間競争入札実施事業 

「国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究センターの施設管理業務」 

の評価について（案） 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号）第７

条第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

実施行政機関等 国立研究開発法人 理化学研究所 

事業概要 国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究センターの施設管理業務 

実施期間 令和５年４月１日～令和７年３月 31 日 

受託事業者 近鉄ファシリティーズ株式会社 

契約金額（税抜） 213,000,000 円 

入札の状況 １者応札（説明会参加＝１者／予定価内＝１者） 

事業の目的 国立研究開発法人理化学研究所が保有する大規模計算機システム（スーパ

ーコンピューター「富岳」）を運用するための施設運営と維持管理を行う。

「富岳」への膨大な電力供給と同時に発熱の冷却を行う業務であり、監視

制御設備、コジェネレーションシステム設備（CGS）、熱源設備、空調設備、

電気設備、給排水設備等の｢点検、運転、操作、監視及び保守｣を確実に行

い、それらの機能を常に良好な状態に維持させるもの。また、業務は 24 時

間、年間 365 日とし、非常時・緊急時は即座に状況を把握し、短時間で設

備の運転復旧を行う。 

選定の経緯 １者応札が継続しており、競争性に課題が認められることから、公共サー

ビス改革基本方針（令和３年７月９日閣議決定）において市場化テストの

対象に選定され、今回が市場化テスト１期目となる。 

 

Ⅱ 評価 

１ 概要 

終了プロセスに移行することとする。 

 

 

 

資料１ 
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２ 検討 

（１）評価方法について 

国立研究開発法人理化学研究所から提出された令和５年４月から令和６年３月

までの実施状況についての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費

及びその前提としての競争性等の観点から評価を行う。 

 

（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保される

べき質の達

成状況 

以下のとおり、適切に履行されている 

（基本的な方針） 

適切で確実な点検､運転､操作､監視､保守を行い、機能を常に良好な状態に維持する 

ことを目的とする。 

事項 指標 達成状況 

運転監視品質 定められた条件での設備機

器の運転・監視を行う 

適 

別紙「主要機器と運転・監視および

日常点検・保守周期表」のとおり 

冷熱・電力の安

定供給体制 

本業務の不備に起因する当

該施設における冷熱・電力

供給等の中断防止【0件/年】 

適 

本業務の不備に起因する当該施設

における冷熱・電力供給等の中断防

止はなかった。 

障害発生時の R-CCS の担当

者への連絡時間 

【確認後 10 分以内に報告】 

適 

障害発生時のR-CCSの担当者への連

絡時間は確認後 10 分以内に報告さ

れた。（別添作業日報ｂ参照） 

重要施設の運転停止 

【20 分以内に復旧】 

適 

重要施設の運転停止はなかった。 

 

停電時の常用電気での重要

施設の運転切り替え 

【30 分以内に完了】 

適 

停電時の常用電気での重要施設の

運転切り替えは 30 分以内に完了し

た。（別添作業日報ｄ参照） 

環境配慮事項 CO2 排出抑制やフロン漏洩

等の適切な監視 

【漏洩等の発生 0件/年】 

適 

CO2 排出抑制やフロン漏洩等の適切

な監視を行った。 
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作業安全確保 本業務に起因する当該施設

内での労働災害等の防止 

【0件/年】 

適 

本業務に起因する当該施設内での

労働災害等を防止した。 

点検 指定された業務内容を実施

し、各建物等の設備機能や

劣化の状態を調査して異常

又は劣化が認められた場合

は、必要に応じ対応措置を

判断し実行できること。 

適 

指定された業務内容を実施し、各建

物等の設備機能や劣化の状態を調

査して異常又は劣化が認められた

場合は、必要に応じ対応措置を判断

し実行した。 

保守 各建物等の設備点検を行

い、点検等により発見され

た各建物等の設備機器につ

いて不良個所の修繕や部品

交換等により設備機器等の

性能を常時適切な状態に保

つこと。 

適 

各建物等の設備点検を行い、点検等

により発見された各建物等の設備

機器について不良個所の修繕や部

品交換等により設備機器等の性能

を常時適切な状態に保った。 

 
 

民間事業者

からの改善

提案 

評価対象期間（2024 年度）において新たな提案改善事項はなかったものの、市場化テ

スト前に提案を受け以下の業務改善がなされている。 

① 日点検・週点検・月点検を行う機器がある物は、日にちをずらさずに一度に行う。 

② 屋外照明を蛍光灯から LED 照明(電球交換)することで、点検頻度を減らす。 

③ ストレーナメッシュの大きさの見直しを行うことで、ごみつまりにおける清掃回数

を減らす。 

④ 機器の点検ルートを見直し(一筆書き)無駄なルートを通らない様にする。 

⑤ 電気関係、回転機器関係、静止機器関係等の点検で、危険度に応じた最適な人員を

明確にする。 
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（３）実施経費（税抜） 

実施経費は、従来経費と比較して 15.1％（13,980,000 円）増加している。これ

は、経費の大部分を占める人件費が、労務単価上昇※に伴い増額したことに加え、労

務管理上必要な増額がなされたことによるものと考えられる。これに加え、直接人

件費を基礎に算定される直接物品費、業務管理費及び一般管理費のいずれも、直接

人件費の増額に伴い増額したことが、実施経費全体の増額の要因となったものと考

えられる。 

 

※国土交通省 建築保全業務労務単価（保全技術員）の数値に基づく上昇率（令和２年度から令和

５年度）は 11.2％ 

従来経費 92,520,000 円（2020 年度～2022 年度平均） 

実施経費 106,500,000 円（2023 年度～2024 年度平均） 

増減額 13,980,000 円増額 

増減率 15.1％増 

 

（４）競争性改善のための取組 

  競争性の改善のため、国立研究開発法人理化学研究所が実施した主な取組は、下

記のとおりである。 

① スケジュールの見直し 

・入札スケジュールを１か月程度前倒し、引継ぎ期間を２か月程度確保 

② 資格要件の見直し 

・競争参加資格をＡ等級からＡ、Ｂ又はＣの等級に緩和 

・「実務経験年数 15 年程度」は、「建築保全業務積算要領」に基づいて設定して

いる要件であるためそのまま残すこととし、「実務経験年数 15 年程度」に代わ

る選択的な要件として、必要とする具体的な業務経験の内容を仕様書に追記し、

実務経験年数を満たしていない場合でも要件をクリアできるよう緩和した。 

・電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者を職員から選任できない場合

は、「理化学研究所が別途選任、配置すること」とし、当該技術者について「契

約後に『業務責任者、業務副責任者、技術員』以外から選任できること」の要

件を削除した。 

③ 仕様の明確化 

・確保されるべきサービスの設定に、定量的な目標を設定した。 

・追加で発生する業務（費用別途支払）について仕様書に明確化した。 

・応急措置、危険防止措置の対象となる具体的な状況や応急措置は誰が実施する

のか、どの段階で協議を行うのかについても明記した。 
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④ 情報開示 

・従来の実施状況を開示し、詳細は閲覧可とした。 

・施設の特殊性を踏まえ運用方法等がわかるような業務の概要資料を説明会用の

ＨＰで公表することとした。 

⑤ 評価項目の見直し 

・総合評価の評価基準を明確化し、第１種エネルギー指定工場の施設管理業務 

の実績及びコジェネレーション設備を持つ施設の管理実績を加点項目から削除

した。 

 

(５）業務の特殊性等 

   本事業の特殊性について、更なる改善が困難な事情は以下のとおりである。 

 ①施設の特殊性 

・計算プログラムによって変動する消費電力と発熱量に追従して、冷却するため、

コージェネレーションシステム（ＣＧＳ）と複数台の冷凍機を組み合わせた運

転を行う。このような巨大な熱変動に対応し、常に監視・調整を行いながら運

転管理をおこなう施設は他に例がないものと認められる。 

 ②ヒアリング結果の「参入障壁」への対応が困難な理由 

  ・配置要員に求められる技能レベルの高さ 

   「富岳」は、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（平成 6 年法律

第 78 号）に基づき、研究インフラとして広く共用に供していることからも、施

設を安定的に稼働することが必須となる。よって、実務経験や資格要件をこれ

以上緩和することは、業務の遂行に支障をきたす恐れがあるため困難であると

認められる。 

  ・契約期間の短さ 

   本事業の契約の原資は単年度の補助金である特定先端大型研究施設運営費等

補助金により賄われており、複数年にわたる事業資金が確約されてはいない。

「富岳」は 2021 年の供用開始から３年が経過しており、すでに成熟期にある。

よって、次期契約において、今後も補助事業が継続するといったことを前提に

契約期間の長期化を図ることが困難であると認められる。 

 

（６）評価のまとめ 

前記「（２）対象公共サービスの実施内容に関する評価」記載のとおり、業務の実

施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質については、令和５年度にお

いては目標を達成していると評価できる。 

実施経費については、「（３）実施経費」記載のとおり、15.1％の経費増となった。

これは人件費の上昇と人件費に応じた業務費の上昇に要因があったものと考えられ
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る。 

競争性については、「（４）競争性改善のための取組」記載のとおり取組を実施した

ものの１者応札となり、課題が認められたが、「（５）業務の特殊性等」に記載のとお

り市場化テストの実施だけでは実施状況の更なる改善が見込めないものと認められ

る。 

なお、本事業の実施期間中に委託民間事業者への業務改善指示等の措置はなく、法

令違反行為等もなかった。また、今後は、理化学研究所に設置している外部有識者で

構成される契約監視委員会において、事業実施状況のチェックを受けることが予定さ

れている。 

 

（７）今後の方針 

本事業については、競争性の確保及び経費において課題が認められ、良好な実施結

果を得られたと評価することが困難であるものの、「（６）評価のまとめ」のとおり、

市場化テストの実施だけでは実施状況の更なる改善は見込めないものと認められる。 

以上のことから、本事業については、「市場化テスト終了プロセス運用に関する指

針」（平成 26 年３月 19 日官民競争入札等監理委員会決定）Ⅱ．１．（２）の基準を

満たしているものとして、現在実施中の事業をもって市場化テストを終了することと

する。 

市場化テスト終了後の事業実施については「競争の導入による公共サービスの改革

に関する法律」の対象から外れることとなるものの、これまでの官民競争入札等監理

委員会における審議を通じて厳しくチェックされてきた公共サービスの質、実施期間、

入札参加資格、入札手続及び情報開示に関する事項等を踏まえた上で、理化学研究所

が自ら公共サービスの質の維持向上、コストの削減及び事業の透明性の確保を図って

いくことを求めたい。 

さらに、理化学研究所に対し、今後も受託者の決定プロセス及びコストの透明性を

確保するよう求めるとともに、競争性の改善を通じた公共サービスの質の維持向上及

びコストの削減を図るため、本事業の目的・理念に沿う範囲内で、事業の実施方法等

についての見直しを含めた不断の検討を要請する。 
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2024 年 6 ⽉ 4 ⽇ 
 

国⽴研究開発法⼈ 
理化学研究所 

 
「理化学研究所神⼾南地区（計算科学研究センター）施設運営・維持管理業務」 

の実施状況について 
 
 
1． 事業概要 
（概要） 

本業務は、国⽴研究開発法⼈理化学研究所が保有する⼤規模計算機システム（スーパーコンピューター「富岳」）を運
⽤するための施設運営と維持管理を⾏う。「富岳」への膨⼤な電⼒供給と同時に発熱の冷却を⾏う業務であり、監視制御
設備、コジェネレーションシステム設備（CGS）、熱源設備、空調設備、電気設備、給排⽔設備等の｢点検、運転、操
作、監視及び保守｣を確実に⾏うことで、それらの機能を常に良好な状態に維持させるものである。また、⾮常時・緊急
時は即座に状況を把握し、短時間で上記の設備の運転復旧を⾏う。 
 
（具体的な作業内容） 
a．業務の条件  
 1）業務は 24 時間、年間 365 ⽇（閏年は 366 ⽇）とすること。 
 2）施設の冷暖房時期及び設備の運転時間は、計算科学研究センター（以下、R-CCS）の担当者と事前に協議し実施

すること。 
 3）電気設備、CGS、ボイラ、圧⼒容器、⾃動⽕災報知設備等の点検⽴会は、R-CCS の担当者と事前に協議し実施す

ること。  
 
b．業務対象 
 b-1．対象設備 
  1）監視制御設備     2）電気関係設備     3）空調関係設備     4）給排⽔関係設備 
  5）熱源関係設備     6）CGS 関係設備     7）公害防⽌関係設備 
  8）その他の設備等   ・配管、配線共同溝、建物  
             ・昇降機、防災設備、構内電話交換設備、構内放送設備等異常時対応の対象となる設備 
 b-2.1．業務内容  
  1）対象設備等の「点検、運転、操作、監視及び保守」 
  2）上記 1）に必要な運転・作業⼿順書やチェックシートの作成並びに更新 
  3）上記 1）における記録、報告及び記録の保管 
  4）施設内における簡易な修理依頼対応作業  
  5）関連業務の調整 
 b-2.2．業務項⽬  
  b-2.2.1．平⽇の業務項⽬ 
   1） 監視制御設備の監視・操作（熱源機械棟中央監視設備、機械監視設備） 
   2） 受変電設備の運転・監視・点検・保守 
   3） CGS の系統連系運転・監視・点検・保守 
   4） 冷熱源設備及び附属設備の運転・監視・点検・保守 
   5） 空気調和・換気設備の運転・監視・点検・保守 
   6） 動⼒設備の運転・監視・点検・保守 
   7） 純⽔製造設備の運転・監視・点検・保守 
   8） 温熱源設備及び附属設備の運転・監視・点検・保守 
   9） 直流電源設備の運転・監視・点検・保守 

別添 
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   10）公害防⽌設備の運転・監視・点検・保守 
   11）屋内照明・外灯設備の点検・保守・運転・監視 
   12）給排⽔衛⽣設備（消⽕⽤ポンプ設備を含む）の運転・監視・点検・保守 
   13）⾮常⽤⾃家発電設備及び無停電電源装置の運転・監視・点検・保守 
   14）配管・配線共同溝の点検・保守 
   15）建築防災設備等（⾃動⽕災報知設備、⾮常⽤照明装置、防⽕⼾・防⽕防煙シャッター、防⽕・防煙ダンパー 
     排煙設備、地震振動計、⾃動扉）…⾮常（異常）時の対応 
   16）弱電設備（構内電話交換設備、構内放送設備）…⾮常（異常）時の対応 
   17）建物（排⽔⼝、排⽔溝、防⽔、外壁、窓、ドア、床、壁、天井、階段等）…⾮常（異常）時の対応 
      ただし、各設備点検時に動線上及びその周辺（⽬視確認できる範囲）は対象範囲とし点検すること。 

 b-2.2.2．夜間及び休⽇の業務項⽬ 
    1）特別⾼圧変電所及び各２次変電所の受変電設備の運転・監視 
    2）CGS の運転・監視・点検 
    3）連続運転機器の運転・監視・点検 
    4）ボイラ及び冷凍機の運転・監視・点検 
     5）⾃動⽕災報知器作動時の対応 
  6）故障及びその他異常時における対応  
 b-3．⾮常時・緊急時における対応  
   1）応急措置等 
  2）臨機（故障・事故及び災害等発⽣時）の措置等 
  3）機器等に異常を認めた場合の措置等 
  4）業務時間外の作業 

b-4.その他の業務 
  1）別契約業者の業務⽴会い・別契約業者との調整・各種イベントの協⼒ 
  2）施設内における修理依頼対応作業  
  3）諸室の清掃 
 b-5. 施設内設備の定期観測、定期清掃や害⾍駆除 

1） 定期観測 
2） 定期清掃・害⾍駆除 

 
（事業実施期間） 
 2023 年 4 ⽉ 1 ⽇〜2025 年 3 ⽉ 31 ⽇（2 ヵ年間） 
 
（受託事業者） 
近鉄ファシリティーズ株式会社 
 
（受託事業者決定の経緯） 
 ⼊札参加者（1 者）から提出された提案書について、技術審査評価委員会において評価基準（基礎点）が満たされて
いることを確認した。落札者決定については、2023 年 1 ⽉ 18 ⽇に開札した結果、1 者が予定価格の制限の範囲内であ
り、この者について総合評価を⾏った結果、上記の者を落札者とした。 
 
 
2.確保されるべきサービスの質の達成状況及び評価 
 本業務における⺠間競争⼊札実施要項（2022 年 11 ⽉。以下「実施要項」という。）において定めた業務の質は達成
されている。詳細は以下のとおりである。 
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（１）確保されるべきサービスの質に関する評価基準 
  a-1.業務に関する「管理･運転業務に関して包括的に必要とされる質」の設定は下表のとおり。 
 

基本的な⽅針 主要事項 指標 

適切で確実な点検､運
転､操作､監視､保守を
⾏い、機能を常に良好
な状態に維持すること
を⽬的とする 

運転監視品質 定められた条件での設備機器の運転・監視を⾏う 

冷熱･電⼒の安定供給
体制 

本業務の不備に起因する当該施設における冷熱・電⼒供給等の中断防⽌【0 件/年】 

障害発⽣時の R-CCS の担当者への連絡時間【確認後 10 分以内に報告】 

重要施設の運転停⽌【20 分以内に復旧】 

停電時の常⽤電気での重要施設の運転切り替え【30 分以内に完了】 

環境配慮事項 CO2 排出抑制やフロン漏洩等の適切な監視【漏洩等の発⽣ 0 件/年】 

作業安全確保 本業務に起因する当該施設内での労働災害等の防⽌【0 件/年】 

  
 a-2．各業務において確保すべき⽔準 

  R-CCS における各施設の運転・監視、点検及び保守等を運転基準及び共通仕様書に準じ点検項⽬内容等を不備なく
  ⾏なえること。 
 
  b.点検及び保守業務において確保すべき⽔準 
  1）点検 
  指定された業務内容を実施し、各建物等の設備機能や劣化の状態を調査して異常⼜は劣化が認められた場合は、必 

要に応じ対応措置を判断し実⾏できること。 
  2）保守 
  各建物等の設備点検を⾏い、点検等により発⾒された各建物等の設備機器について不良個所の修繕や部品交換等に 
  より設備機器等の性能を常時適切な状態に保つこと。 
 
（２）達成状況及び評価 
 

(ア) 運転監視品質  
定められた条件での設備機器の運転・監視を⾏った。 
達成状況は、別紙のとおり。 

(イ) 冷熱･電⼒の安定供給体制 
a. 本業務の不備に起因する当該施設における冷熱・電⼒供給等の中断防⽌はなかった。【0 件/年】 
b. 障害発⽣時の R-CCS の担当者への連絡時間は確認後 10 分以内に報告された。【確認後 10 分以内に報告】 

（別添参考資料作業⽇報ｂ） 
c. 重要施設の運転停⽌はなかった。【20 分以内に復旧】 
d. 停電時の常⽤電気での重要施設の運転切り替えは 30 分以内に完了した。【30 分以内に完了】 

（別添参考資料作業⽇報ｄ） 
(ウ) 環境配慮事項 

CO2 排出抑制やフロン漏洩等の適切な監視を⾏った。【漏洩等の発⽣ 0 件/年】 
(エ) 作業安全確保  

本業務に起因する当該施設内での労働災害等を防⽌した。【0 件/年】 
(オ) 点検 

指定された業務内容を実施し、各建物等の設備機能や劣化の状態を調査して異常⼜は劣化が認められた場合
は、必要に応じ対応措置を判断し実⾏した。 

(カ) 保守 
各建物等の設備点検を⾏い、点検等により発⾒された各建物等の設備機器について不良個所の修繕や部品交換
等に より設備機器等の性能を常時適切な状態に保った。 
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3.実施経費の状況及び評価 
（１）本業務の契約⾦額（市場化テスト導⼊後） 
   213,000,000 円（税抜き） 
   但し、上記⾦額は 2023 年度、2024 年度の 2 年契約についての契約⾦額であるため、年平均契約⾦額は以下の

⾦額となる。 
   106,500,000 円（税抜き）/年 
 
（２）2020 年度〜2022 年度の実施経費（市場化テスト導⼊前） 
   277,560,000 円（税抜き） 
   但し、上記⾦額は 2020 年度、2021 年度、2022 年度の 3 年契約についての契約⾦額であるため、年平均経費

は以下の⾦額となる。 
   92,520,000 円（税抜き）/年 
 
（３）経費削減効果 
   実施経費契約⾦額（税抜き） 

従来の実施経費 
（2020 年度〜2022 年度平均⾦額） 92,520,000 円 

 
市場化テスト実施経費 
（2023 年度〜2024 年度平均⾦額） 106,500,000 円 

 
増減額 ＋13,980,000 円 
増減率 15.1% 

 
   契約⾦額については、市場化テスト導⼊前より年平均約 15.1％増加している。これは本件経費の⼤部分を⼈件費

が占めるということからも、契約⾦額の増加は労務単価上昇によるものと考えられる。参考までに令和 2 年度か
ら令和５年度の労務単価上昇率は 11.2％であり、直接⼈件費の上昇により直接物品費（⼈件費の 12％）、業務管
理費（⼈件費の 36％）、⼀般管理費（⼈件費の 13％）も同様に増加したことが業務費増となった要因であるもの
と考えられる（下表参照）。さらに、本事業に係る施設管理要員（⼈数等）は市場化テストの実施前後で変更はな
いものの、直接⼈件費の算定となる当該要員のうち 1 名が業績等を踏まえ昇任したことや各要員の定期昇給によ
る増加など、受注事業者側の事情も⼈件費増の要因として考えられる。 

 
建築保全業務労務単価（⼤阪地区） 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
保全技術員（単位︓円/⽇） 17,900 18,100 18,900 19,900 
令和２年からの増減率（％） 100.0% 101.1％ 105.5％ 111.2% 

出所︓国⼟交通省 建築保全業務労務単価 
 
4.受託事業者からの改善提案による改善実施事項等 

業務の効率化は将来の事業計画で重要な課題となると考えており定期的に提案を促しているが、市場化テストを受
けるまでに多くの業務改善提案を受け改善を⾏ってきた経緯がある為、2023 年度には未だ提案された改善事例はな
いが、市場化テスト前には以下の改善提案を受けて実施している。 

 ① ⽇点検・週点検・⽉点検を⾏う機器がある物は、⽇にちをずらさずに⼀度に⾏う。 
 ② 屋外照明を蛍光灯から LED 照明(電球交換)することで、点検頻度を減らすことが出来る。 
 ③ ストレーナメッシュの⼤きさの⾒直しを⾏うことで、ごみつまりにおける清掃回数を減らすことが出来る。 
 ④ 機器の点検ルートを⾒直し(⼀筆書き)無駄なルートを通らない様にする。 
 ⑤ 電気関係、回転機器関係、静⽌機器関係等の点検で、危険度に応じた最適な⼈員を明確にする。 

また、2024 年度についても引き続き、業務の効率化についての改善提案を図るよう促している。 
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5.全体的な評価 
2023 年 4 ⽉ 1 ⽇の業務開始からこれまでのところ、施設運営・維持管理業務について、「2.確保されるべきサービ

スの質の達成状況及び評価（２）達成状況及び評価」のとおり、冷熱･電⼒の供給中断や設備運転の停⽌等の重⼤な障
害や問題は発⽣しておらず、仕様書どおり実施されていることから、設定したサービスの質は充分確保されていると
評価できる。  
なお、本業務全体を通した実施状況は、以下のとおりである。  
① 実施期間中に受託事業者は業務改善指⽰等を受けた、もしくは業務にかかる法令違反⾏為等をした実績はなかっ  

た。  
② 国⽴研究開発法⼈理化学研究所において設置している、外部有識者で構成している契約監視委員会において、実施

状況についてチェックを受ける体制を確保している。 
③ 本調達は⼀者応札であり、競争性に課題が残ったものの、落札業者の準備期間の確保、⼊札説明会の実施、 要求要

件のより具体的な詳述等、広く競争が⾏われるように実施要項及び仕様書の作成を⾏い、競争性の確保に努めた。  
④ 対象公共サービスの確保されるべき質に係る達成⽬標について、⽬標を達成していた。 
⑤ 従来経費と今期の契約⾦額を⽐較すると 15.1％の経費増となった。これは直接⼈件費の上昇により直接物品費、

業務管理費、⼀般管理費等の諸経費も増加したことが要因であると考えられる。 
 

6.今後の事業 
（１）今後の競争性確保のための検討 
 市場化テスト導⼊に際し、⼊札公告期間の前倒し、業務内容等の明確化、説明会の開催、業務概要の公表、業務責任
者や副責任者・技術員に求める条件（資格や実務経験）の緩和などを⾏ったが、結果、⼀者応札となった。応札に⾄ら
なかった者へのヒアリング結果から、本件は特別⾼圧受電、冷凍機、ガスコージェネレーションを有する当施設の特異
性から、このような施設のメンテナンスを⾏うことができる⼈員の確保が障壁となっていることが分かった。 
【当施設の特異性】 
・ スーパーコンピュータは⾮常に多くの CPU が同期して動作することで超⾼速演算を実現しているため、⾮常に⼤き

な電⼒変動が瞬時に発⽣（最⼤ 37MW）する。 
・ 演算のプログラムによって電⼒変動パターンが異なり、電⼒変動のタイミングが極めて予測困難であるため、電⼒

消費に伴う膨⼤な熱の除去を⾼速で⾏うための冷凍機の熱負荷追従運転が重要となる。 
そのため R-CCS では、CGS（6MVA × ２基）の出⼒調整を⾏うことで、排熱蒸気量を制御し、蒸気吸収式冷凍機 4 台
並びにターボ式冷凍機４台／空冷ヒートポンプチラー32 台／スクリューチラー1 台の冷⽔出⼝温度制御、加えてＣＰＵ
冷却⽤特殊設備 6 式の能⼒を最⼤限に活⽤することが必須となっている。 

なお、今回の市場化テストにおいて仕様書内の資格の緩和を⾏ったが、当施設では「エネルギー管理⼠、ボイラータ
ービン主任技術者、⼀級ボイラー技⼠、第⼆種電気主任技術者、第⼆種冷凍機責任者」と同等の技能を必要とする職務
を⾏うため、⼀般のビルメンテナンスを専⾨とする業者の新規参⼊は困難と思われる。 

「富岳」は、特定先端⼤型研究施設の共⽤の促進に関する法律（平成 6 年法律第 78 号）に基づき、Society5.0 を⽀
える中核的な研究インフラとして広く共⽤に供するものである。共⽤を促進する上で、安定稼働は⽋かせないものであ
り、資格や実務経験をこれ以上緩和することは、業務の遂⾏に⽀障をきたす恐れがある。 

また、前述の通り従事⼈員の確保が課題とされていることから、本業務のさらなる競争性の拡⼤のためには、契約始
期から相当程度前倒ししての落札決定を⾏うことにより、応札者の落札後の⼈員確保の⾒通しが可能となるように配慮
する必要があると思われる。現在の市場環境ではこのようなメンテナンス⼈材は各事業者に余裕は確保されておらず、
他施設との融通を図りながら⼈員の確保を⾏わなければいけないと想定されるため、各事業者の年度受注契約と合致す
るよう、１年〜半年程度は⼈員確保の余裕期間を持たせなければ困難と推察される。また、⻑期間の契約として業務を
⼤規模化し、メンテナンス⼈員の安定的な雇⽤環境を整えることが効果的と考えられる。 

しかしながら、本事業の契約の原資としては単年度の補助⾦である特定先端⼤型研究施設運営費等補助⾦により賄わ
れており、本来⻑期的に複数年にわたる事業資⾦が確約されているものではない。前回契約および今回の契約において
は複数年の契約を実施しているところであるが、本業務の性質上当該補助事業が終了し当該施設の維持を終了する場合
にあっても、当法⼈の責務において合理的に施設維持をしなければいけない期間を想定して実施しているものであり、
補助事業が当⾯継続することを前提としたさらなる契約期間の⻑期化は難しい。また、当該補助⾦の各年度の交付スケ
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ジュールからも、前回市場化テスト導⼊時よりさらに公告期間を前倒しすることも難しく、これ以上の⽅策をとること
は困難である。 
 
（２）今後の事業の在り⽅について 
 
 本事業については、結果的には⼀者応札となり、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運⽤に関する指針」に定
める市場化テストを終了する基準を⼀部満たしていないものの、おおよそ良好な実施結果が得られている。  
 市場化テストにおいては、⼊札資格の緩和や仕様の明確化を図り、さらに監理委員会において指摘された仕様の明確化や要件緩和
等の競争性改善にも取り組んだものの、結果として競争性の改善には⾄らなかった。 
 上述のとおり、さらなる要件の緩和は事業の遂⾏に⽀障をきたすため⾏うことができない。そのため本事業としての
さらなる改善は⾒込めず、終了することが適当と思われるが、今回取り⼊れた⽅策は、当法⼈において⾃助努⼒として
引き続き実施することとしたい。 
 

以上 



（別紙２）自己チェック資料 

令和 6年 6月 4日 

国立研究開発法人 

理化学研究所 

民間競争入札実施事業「理化学研究所神戸南地区（計算科学研究センター） 

施設運営・維持管理業務」の自己チェック資料 

① 「実施要項における競争性改善上のチェックポイント」の対応状況

（入札参加資格の緩和） 

・競争参加資格を「Ａ等級」から「Ａ、Ｂ又はＣの等級」に緩和

（情報開示） 

・従来の実施状況を開示し、詳細は閲覧可とした。

（仕様の明確化） 

・確保されるべきサービスの質の設定に、定量的な目標を設定。

・追加で発生する業務（費用別途支払）について仕様書に明確化。

・総合評価の評価基準を明確化した。

・施設の特殊性を踏まえ運用方法等がわかるような業務の概要資料を説明会用のＨＰで公

表することにした。

・応急措置、危険防止措置の対象となる具体的な状況を追記するとともに、応急措置は誰が

実施するのか、どの段階で協議を行うのかについても明記した。 

（要件緩和） 

・総合評価項目の加点項目から、第１種エネルギー管理指定工場の施設管理業務の実績、コ

ジェネレーション設備を持つ施設の管理実績を削除した。 

・「実務経験年数 15 年程度」は、「建築保全業務積算要領」に基づいて設定している要件で

あるためそのまま残すこととし、「実務経験年数 15 年程度」に代わる選択的な要件とし

て、必要とする具体的な業務経験の内容を仕様書に追記し、実務経験年数を満たしていな

い場合でも要件をクリアできるよう緩和した。 

・「電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者」を職員から選任できない場合は、理

化学研究所が別途選任、配置することとし、仕様書から「電気主任技術者、ボイラー・タ

ービン主任技術者を職員から選任できない場合は、契約後に『業務責任者、業務副責任者、

技術員』以外から選任できること」の要件を削除した。 



② 実施状況の更なる改善が困難な事情の分析

〇当業務において維持管理の対象となる「富岳」は、特定先端大型研究施設の共用の促進に

関する法律（平成 6 年法律第 78 号）に基づき、Society5.0 を支える中核的な研究インフラ

として広く共用に供するものである。共用を促進する上で、安定稼働は欠かせないものであ

り、これまでの要件以上に資格や実務経験を緩和することは、業務の遂行に支障をきたす恐

れがある。

〇競争性の拡大にあたっては従事人員の確保が課題とされている。辞退者からヒアリング

した結果によれば清掃（本件業務には含まず）のみ分離調達をするなどの中小事業者が参画

可能なよう業務の細分化を行うことで競争性の改善を図ることは可能と思われるが、維持

管理業務の一体性を損なううえ、スケールメリットが低下するため、コストの上昇につなが

りかねないため本事業の趣旨を満たしえない。

〇今回参加いただけなかった大手設備メンテナンス企業２社にもヒアリングしたところ

「昨今のビルメンテナンス業界の人手不足から、十数名もの要員を確保する見込みが立た

ない」、「技能レベルの高い（高給）配置要員と契約期間の短かさ（3 年契約でも短い）がネ

ックになった」との回答であり、入札参加は全く考慮されなかったとのことであった。

〇応札に至らなかった者のヒアリング結果から、本件は特別高圧受電、冷凍機、ガスコージ

ェネレーションを有する当施設の特異性（スーパーコンピュータは非常に多くの CPU が同

期して動作することで超高速演算を実現している。そのため、非常に大きな電力変動が瞬時

に発生し、それに伴う膨大な熱の除去を高速で行う冷凍機の追従運転が重要となる。理化学

研究所では CGS の出力調整を行うことで、排熱蒸気量を制御し、蒸気吸収式冷凍機の能力

を最大限に活用することで、発生する膨大な熱を高速で除去する冷凍機追従運転を実現し

ている。）から、このような施設のメンテナンスを行える人員の確保が困難との意見があっ

た。

〇翻って本業務のさらなる競争性の拡大のためには、契約始期から相当程度前倒ししての

落札決定を行うことにより、応札者の落札後の人員確保の見通しが可能となるように配慮

する必要があると思われる。しかしながら大規模事業者においても本業務への参加の意思

は見当たらず、現在の市場環境ではこのようなメンテナンス人材は各事業者に余裕は確保

されておらず、他施設との融通を図りながら人員の確保を行わなければいけないと想定さ

れる。そのため各事業者の年度受注計画と合致するよう、１年～半年程度は人員確保の余裕

期間を持たせなければ困難と推察される。また、長期間の契約として業務を大規模化し、メ

ンテナンス人員の安定的な雇用環境を整えること効果的と考えられる。

しかしながら、本事業の契約の原資としては単年度の補助金である特定先端大型研究施

設運営費等補助金により賄われており、本来長期的に複数年にわたる事業資金が確約され

ているものではない。本契約、前回契約においては複数年の契約を実施しているところであ

るが本業務の性質上当該補助事業が終了し当該施設の維持を終了する場合にあっても、当

法人の責務において合理的に施設維持をしなければいけない期間を想定して実施している

ものである。また「富岳」自体も２０２１年の供用開始から３年が経過し、すでに成熟期に

ある。（「富岳」の前身である「京」の供用期間は約７年）現行の契約は２０２５年３月まで

となっているため、以降も補助事業が当面継続することを前提としたさらなる契約期間の

長期化は難しい。また、当該補助金の各年度の交付スケジュールからも、前回市場化テスト

導入時よりさらに公告期間を前倒しすることも難しく、これ以上の方策をとることは困難

である。


